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R7.11更新

鳥取県子ども家庭部 子ども発達支援課

県内共通 0857-26-7984



子どもの健やかな成長には、発達障がいの有無にかかわらず、どの子でも発達段階
に応じたさまざまな支援が必要です。その子なりの自立した豊かな社会生活が送れ
るよう、子どもの発達特性を理解して適切にサポートしていくことが大切です。

知的な遅れを
伴うことも
あります

● コミュニケーションの苦手さ
● 対人関係·社会性の問題
● パターン化した行動、興味•関心のかたより
● 感覚の過敏さ、または鈍感さ
● 不器用さ

自閉スペクトラム症（ASD）
● 不注意（集中できない、ぼーっとしている）
● 多動性および衝動性
　 （じっとしていられない、考えるよりも先に動く）

注意欠如・多動症（ADHD）

● 「読む」「書く」「計算する」等の能力が、
　 全体的な知的発達に比べて極端に苦手

限局性学習症（SLD）

注）ASD・ADHD・SLDには、明確な境界線がありませ
ん。症状のあらわれ方は、年齢や状況により変化
したり、重複することがあります。説明動画はこちら

苦手と思われることも、見方を変えると長所にもなります。
たとえば … 発達障がいのある子どもは、常識にとらわれないユニークな発想をしたり、活動力を新

しいことに挑戦するエネルギーに変えることで素晴らしい力を発揮します。また、学習
面においても、自分にあった得意なやり方で学ぶことで、力を伸ばすことができます。

※次のように言う場合もあります。 ◎自閉スペクトラム症⇒自閉症、アスペルガー症候群を含む広汎性発達障がい（PDD）
◎注意欠如多動症⇒注意欠陥多動性障がい（AD/HD）
◎限局性学習症⇒学習障がい（LD）

※この他、トゥレット症候群や吃音（症）、発達性協調運動障がいなども発達障がいに含まれます。


